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改正 平成１４年３月３１日規則第５６号 

平成１７年３月３１日規則第４４号 

平成２３年３月３１日規則第２６号 

平成２８年３月３１日規則第３６号 

平成２８年３月３１日規則第４７号 

令和元年６月２６日規則第１０号 

令和５年３月２９日規則第９号 

北九州市情報公開条例施行規則（平成元年規則第５１号）の全部改正 

（趣旨） 

第１条 この規則は、北九州市情報公開条例（平成１３年北九州市条例第４２

号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとす

る。 

（行政文書開示請求書） 

第２条 条例第６条第１項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書（第

１号様式）とする。 

２ 条例第６条第１項第３号の規則で定める事項は、開示請求をするものの連

絡先及び電話番号とする。 

３ 行政文書開示請求書には、開示請求に係る行政文書について次に掲げる事

項を記載することができる。 

（１） 求める開示の実施の方法 

（２） 事務所における開示（次号に規定する方法以外の方法による行政文

書の開示をいう。第４条第２項第３号及び第３項第１号ア並びに第１１条

第２項第３号において同じ。）の実施を求める場合にあっては、その旨 

（３） 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっ

ては、その旨 

４ 条例第６条第１項の規定による開示請求書の提出及び同条第２項の規定に
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よる補正の求めは、北九州市立文書館（以下「文書館」という。）の長を経

由して行うものとする。 

（行政文書の存否に関する情報報告書） 

第３条 条例第１０条第２項の規定による北九州市情報公開審査会への報告

は、行政文書の存否に関する情報報告書（第２号様式）により、文書館の長

を経由して行うものとする。 

（行政文書開示決定通知書等） 

第４条 条例第１１条第１項又は第２項の規定による通知は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める書面により、文書館の長を経由して行うも

のとする。 

（１） 行政文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 行政文書開示決定

通知書（第３号様式） 

（２） 行政文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 行政文書一部開示

決定通知書（第４号様式） 

（３） 行政文書の全部を開示しない旨の決定をしたとき 行政文書不開示

決定通知書（第５号様式） 

２ 条例第１１条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 開示決定に係る行政文書について求めることができる開示の実施の

方法 

（２） 前号の開示の実施の方法ごとの開示請求者が負担すべき費用の額 

（３） 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並び

に事務所における開示を希望する場合には条例第１６条第３項の規定によ

る申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のう

ちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨 

（４） 写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における準

備に要する日数及び郵送料の額 

３ 行政文書開示請求書に第２条第３項各号に掲げる事項が記載されている場

合における条例第１１条第１項の規則で定める事項は、前項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 
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（１） 第２条第３項第１号の方法による行政文書の開示を実施することが

できる場合で、次のア又はイに該当するとき ア又はイに掲げる区分に応

じ、それぞれア又はイに掲げる事項 

ア 実施機関が提示した事務所における開示を実施することができる日、

時間及び場所のうちから開示請求者が選択した日に事務所における開示

を実施することができる場合 その旨並びに当該実施する開示の実施の

方法に係る開示請求者が負担すべき費用の額並びに当該事務所における

開示を実施する日、時間及び場所 

イ 写しの送付の方法による行政文書の開示を実施することができる場合 

その旨並びに当該実施する開示の実施に係る開示請求者が負担すべき費

用の額及び前項第４号に掲げる事項 

（２） 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項 

（行政文書開示決定等期間延長通知書） 

第５条 条例第１２条第２項の規定による通知は、行政文書開示決定等期間延

長通知書（第６号様式）により、文書館の長を経由して行うものとする。 

（行政文書開示決定等期間特例延長通知書） 

第６条 条例第１３条の規定による通知は、行政文書開示決定等期間特例延長

通知書（第７号様式）により、文書館の長を経由して行うものとする。 

（平２８規則３６・一部改正） 

（行政文書開示請求事案移送通知書） 

第７条 条例第１４条第１項の規定による通知は、行政文書開示請求事案移送

通知書（第８号様式）により、文書館の長を経由して行うものとする。 

（第三者保護に関する手続） 

第８条 条例第１５条第１項又は第２項の規定による通知は、行政文書の開示

に関する意見照会書（第９号様式）により、文書館の長を経由して行うもの

とする。 

２ 条例第１５条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 開示請求の年月日 

（２） 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報
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の内容 

（３） 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

３ 条例第１５条第２項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 開示請求の年月日 

（２） 条例第１５条第２項第１号又は第２号の規定の適用の区分及び当該

規定を適用する理由 

（３） 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報

の内容 

（４） 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

４ 条例第１５条第１項又は第２項の意見書は、行政文書の開示に関する意見

書（第１０号様式）とする。 

５ 条例第１５条第３項（条例第２１条において準用する場合を含む。）の規

定による通知は、行政文書の開示決定についての通知書（第１１号様式）に

より、文書館の長を経由して行うものとする。 

（平１７規則４４・一部改正） 

（文書及び図画の開示の実施の方法） 

第９条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、当該各号に定めるも

のを閲覧することとする。 

（１） 文書又は図画（次号から第４号まで又は第３項に該当するものを除

く。） 当該文書又は図画（条例第１６条第２項の規定が適用される場合

にあっては、次項第１号に定めるもの） 

（２） マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写し

たもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルム

を用紙に印刷したもの 

（３） 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの 

（４） スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの 

２ 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、当該各号に定める

ものを交付することとする。 

（１） 文書又は図画（次号から第４号までに該当するものを除く。） 次
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に掲げるもの 

ア 当該文書又は図画を複写機により用紙に複写したもの 

イ 当該文書又は図画をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。以

下同じ。）により読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写した

もの 

（２） マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの 

（３） 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの 

（４） スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの 

３ 映画フィルムの開示の実施の方法は、当該映画フィルムを専用機器により

映写したものの視聴とする。 

（令５規則９・一部改正） 

（電磁的記録の開示の実施の方法） 

第１０条 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第１６条第１項の規則

で定める方法は、当該各号に定める方法とする。 

（１） 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法 

ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴

取 

イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ（記録時間１

２０分のものに限る。以下同じ。）、録音ディスク（記録時間８０分の

ものに限る。以下同じ。）又は光ディスクに複写したものの交付 

（２） ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法 

ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したもの

の視聴 

イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ（記録

時間１２０分のものに限る。以下同じ。）又は光ディスクに複写したも

のの交付 

（３） 電磁的記録（前２号に該当するものを除く。） 次に掲げる方法で

あって、実施機関がその保有するプログラム（電子計算機に対する指令で

あって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをい
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う。）により行うことができるもの 

ア 当該電磁的記録を日本産業規格A列３番（以下「A３判」という。）以

下の大きさの用紙に出力したものの閲覧 

イ 当該電磁的記録を専用機器（開示を受けるものの閲覧又は視聴の用に

供するために備え付けられているものに限る。）により再生したものの

閲覧又は視聴 

ウ 当該電磁的記録をA３判以下の大きさの用紙に出力したものの交付 

エ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 

２ 前項に規定する開示の方法（同項第３号ア及びウに掲げるものを除く。）

は、電磁的記録の全部を開示する場合に行うものとする。 

（平２８規則３６・令元規則１０・令５規則９・一部改正） 

（開示の実施の方法等の申出） 

第１１条 条例第１６条第３項の規定による申出は、行政文書の開示の実施の

方法等申出書（第１２号様式）により、文書館の長を経由して行うものとす

る。 

２ 第４条第３項第１号に掲げる場合に該当する旨の条例第１１条第１項の規

定による通知があった場合において、第２条第３項各号に掲げる事項を変更

しないときは、条例第１６条第３項の規定による申出を改めて行うことを要

しない。 

３ 条例第１６条第３項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 求める開示の実施の方法（開示決定に係る行政文書の部分ごとに異

なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごと

の開示の実施の方法） 

（２） 開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合に

あっては、その旨及び当該部分 

（３） 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、当該事務所に

おける開示の実施を希望する日 

（４） 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっ

ては、その旨 
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（平１７規則４４・一部改正） 

（更なる開示の申出） 

第１２条 条例第１６条第５項の規定による申出は、行政文書の更なる開示の

申出書（第１３号様式）により、文書館の長を経由して行うものとする。 

２ 前項の行政文書の更なる開示の申出書には、次に掲げる事項を記載しなけ

ればならない。 

（１） 条例第１１条第１項に規定する通知があった日 

（２） 最初に開示を受けた日 

（３） 前条第２項各号に掲げる事項 

３ 第１項の場合において、既に開示を受けた行政文書（その一部につき開示

を受けた場合にあっては、当該部分）につきとられた開示の実施の方法と同

一の方法を当該行政文書について求めることはできない。ただし、当該同一

の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 

（行政文書の汚損等に対する措置） 

第１３条 実施機関は、開示決定を受けたもので行政文書の閲覧又は視聴（聴

取を含む。以下この条において同じ。）をするものが当該閲覧又は視聴に係

る行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあ

ると認めるときは、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させることができ

る。 

（写しの作成及び送付に要する費用） 

第１４条 条例第１８条に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表のと

おりとする。 

２ 条例第１８条に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付

に要する郵送料に相当する額とする。 

３ 条例第１８条に規定する費用は、写しの交付を受けるとき（写しの送付の

場合においては、実施機関が当該行政文書の写しを発送するとき）までに納

付しなければならない。 

（北九州市情報公開審査会に諮問した旨の通知） 

第１５条 条例第２０条の規定による通知は、北九州市情報公開審査会諮問通
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知書（第１４号様式）により、文書館の長を経由して行うものとする。 

（北九州市情報公開審査会） 

第１６条 北九州市情報公開審査会（以下「審査会」という。）は、会長が招

集する。 

２ 審査会は、委員（情報公開制度の運営に関する特別の事項を調査審議する

場合にあっては、当該議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同

じ。）の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長

の決するところによる。 

４ 審査会の庶務は、総務局において処理する。 

５ 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審

査会に諮って定める。 

（平１４規則５６・平２３規則２６・平２８規則４７・一部改正） 

（諮問庁の申出） 

第１６条の２ 諮問庁は、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報

が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会

に対し、その旨を申し出ることができる。 

２ 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第２７条第

１項の規定により当該行政文書の提示を求めようとするときは、当該諮問庁

の意見を聴かなければならない。 

（平１７規則４４・追加） 

（審査請求人等の意見の聴取） 

第１６条の３ 審査会は、審査会に提出された主張書面又は資料について、条

例第２７条第４項の規定により鑑定を求めようとするときは、当該主張書面

又は資料を提出した審査請求人、参加人又は諮問庁の意見を聴かなければな

らない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでな

い。 

（平１７規則４４・追加、平２８規則３６・一部改正） 

（施行の状況の公表） 
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第１７条 条例第４０条の規定による条例の施行の状況の公表は、市長が各実

施機関の状況を取りまとめ、北九州市公報に登載することにより行うものと

する。 

（委任） 

第１８条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。 

（平１４規則５６・平２３規則２６・平２８規則４７・一部改正） 

付 則 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

付 則（平成１４年３月３１日規則第５６号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

付 則（平成１７年３月３１日規則第４４号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

付 則（平成２３年３月３１日規則第２６号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

付 則（平成２８年３月３１日規則第３６号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則（平成２８年３月３１日規則第４７号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則（令和元年６月２６日規則第１０号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

付 則（令和５年３月２９日規則第９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の北九州市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以

後に行われた行政文書の開示の請求について適用し、同日前に行われた行政
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文書の開示の請求については、なお従前の例による。 

別表（第１４条関係） 

（平１７規則４４・平２８規則３６・令５規則９・一部改正） 

 

行政文書の種別 

 

写しの種類 

 

費用の額 

１ 文書又は図画（２

の項から４の項まで

に該当するものを除

く。） 

複写機により複写したもの（A３

判以下の大きさのもの。以下同

じ。）（単色刷り） 

用紙１枚につき１０

円 

複写機により複写したもの（多

色刷り） 

用紙１枚につき２０

円 

スキャナによって読み取ってで

きた電磁的記録（A３判以下の大

きさの文書又は図画に係るも

の。以下同じ。）を光ディスク

（日本産業規格X０６０６及びX

６２８１に適合する直径１２０

ミリメートルの光ディスクの再

生装置で再生することが可能な

ものに限る。）に複写したもの 

１枚につき１００円

に当該文書又は図画

１枚ごとに１０円を

加えた額 

スキャナによって読み取ってで

きた電磁的記録を光ディスク

（日本産業規格X６２４１に適合

する直径１２０ミリメートルの

光ディスクの再生装置で再生す

ることが可能なものに限る。）

に複写したもの 

１枚につき１２０円

に当該文書又は図画

１枚ごとに１０円を

加えた額 

２ マイクロフィルム 用紙に印刷したもの（A３判以下

の大きさのもの） 

用紙１枚につき１０

円 

３ 写真フィルム 印画紙（縦８９ミリメートル、 １枚につき４０円 
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横１２７ミリメートルのもの。

以下同じ。）に印画したもの 

４ スライド 印画紙に印画したもの １枚につき１３０円 

５ 電磁的記録 用紙に出力したもの（A３判以下

の大きさのもの。以下同じ。）

（単色刷り） 

用紙１枚につき１０

円 

用紙に出力したもの（多色刷

り） 

用紙１枚につき２０

円 

録音カセットテープに複写した

もの 

１巻につき３００円 

録音ディスクに複写したもの １枚につき４００円 

ビデオカセットテープに複写し

たもの 

１巻につき４００円 

光ディスク（日本産業規格X０６

０６及びX６２８１に適合する直

径１２０ミリメートルの光ディ

スクの再生装置で再生すること

が可能なものに限る。）に複写

したもの 

１枚につき１００円 

光ディスク（日本産業規格X６２

４１に適合する直径１２０ミリ

メートルの光ディスクの再生装

置で再生することが可能なもの

に限る。）に複写したもの 

１枚につき１２０円 

備考 

１ 用紙の両面に複写、印刷若しくは出力を行うとき又は両面に印刷され

た用紙をスキャナで読み取るときは、片面を１枚として額を算定する。 

２ この表により難い場合の費用の額は、当該行政文書の写しの作成に要
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する費用の実費に相当する額とする。 
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